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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

私
権
の
実
現
を
図
る
た
め
に
は
、
最
終
的
に
は
国
家
に
よ
る
救
済
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
渉
外
民
事
事
件
に
お
い
て
外

国
の
訴
訟
手
続
で
得
ら
れ
た
結
論
を
内
国
で
実
現
す
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
外
国
裁
判
所
の
結
論
が
無
限
定
に
内
国
で

認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
が
国
で
は
外
国
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
自
動
承
認
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が）1
（

、
外

国
判
決
の
承
認
は
一
定
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
国
法
に
よ
る
外
国
判
決
に
対
す
る

評
価
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
基
準
を
定
め
て
い
る
の
が
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
で
あ
る
。

　

こ
の
内
国
法
に
よ
る
評
価
を
定
め
る
外
国
判
決
承
認
要
件
の
中
で
、
最
も
国
家
的
利
益
を
反
映
し
た
も
の
が
相
互
保
証
の
要
件
と

い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
要
件
は
、
判
決
国
が
承
認
国
の
判
決
を
承
認
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
外
国
の
判
決
を
承
認
国
に
お
い

て
承
認
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
こ
の
要
件
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
相
互
保
証
の
要
件
を
設
け
る
こ
と
で
外
国
で
の

日
本
の
判
決
承
認
（
と
く
に
給
付
判
決
の
承
認
）
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
き
た）2
（

。
そ
こ
に
は
判
決
国
と
承

認
国
の
主
権
の
調
整
と
い
う
政
策
的
な
側
面
が
大
き
く
横
た
わ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
制
定
当
初
、
強
制
執
行
に
関

す
る
規
定
の
中
で
定
め
ら
れ
て
い
た
外
国
判
決
の
承
認
要
件
が
、
そ
の
後
の
改
正
に
よ
っ
て
判
決
手
続
の
規
定
に
移
行
し
た
こ
と
で
、

相
互
保
証
の
要
件
が
給
付
訴
訟
以
外
に
も
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
、
他
方
で
こ
の
要
件
は
国
家
的
利
益
の
追
求
の
た
め
に
私
権

の
実
現
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
相
互
保
証
の
要
件
に
対
し
て
は
、
学
説
か
ら
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
民

Ⅲ　

日
本
に
お
け
る
議
論

Ⅳ　

ま
と
め
と
検
討

（
以
上
、
九
十
巻
十
二
号
）
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事
訴
訟
法
の
改
正
で
は
こ
の
要
件
に
対
す
る
変
更
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
九
六
年
民
事
訴
訟
法
改
正
に
際
し
て
も
、
相
互
保
証

の
要
件
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た）3
（

。
他
方
で
、
判
決
国
と
の
相
互
保
証
が
正
面
か
ら
問
題
と
な
っ
た
事
例
が
い
く
つ
か
出
て

き
て
お
り）（
（

、
そ
れ
に
対
応
し
て
わ
が
国
の
研
究
者
に
よ
る
論
考
も
現
れ
て
き
て
い
る）（
（

。

　

本
稿
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
相
互
保
証
の
要
件
に
関
す
る
根
拠
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
、
比
較
法
的
動
向
、
他
の
民
事
手
続
法
に

お
け
る
改
正
状
況
の
検
討
を
通
じ
て
、
と
く
に
こ
の
要
件
の
位
置
づ
け
（
公
益
的
性
質
）
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ

の
際
、
以
下
の
よ
う
な
点
を
中
心
に
検
討
す
る
。
ま
ず
、
わ
が
国
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
相
互
保
証
の
要
件
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

現
在
の
形
に
な
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
展
開
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
外

国
判
決
の
承
認
要
件
と
し
て
相
互
保
証
を
要
求
す
る
も
の
の
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
る
形
で
相
互
保
証
を
判
断
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で

の
相
互
保
証
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況
を
整
理
し
た
上
で
、
若
干
の

考
察
を
試
み
た
い
。

Ⅱ　

若
干
の
比
較
法
的
考
察

１　

序
論

　

外
国
判
決
の
承
認
要
件
と
し
て
の
相
互
保
証
に
つ
い
て
は
、
比
較
法
的
に
み
る
と
、
こ
れ
を
必
要
と
す
る
立
場
と
、
不
要
と
す
る

立
場
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
近
時
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
際
し
て
相
互
保
証
の
要
件
を
不
要
と
す
る
立
法

が
外
国
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
。
他
方
、
相
互
保
証
を
要
求
す
る
立
場
は
、
個
別
的
に
相
互
保
証
の
有
無
を
検
討
す
る
立
場
（
ド

イ
ツ
な
ど
）
と
、
条
約
な
ど
を
通
じ
て
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
立
場
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
）
と
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
は
、
ド
イ
ツ
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る
。
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２　

ド
イ
ツ

（
１
）
立
法
の
経
緯

（
ア
）
一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
草
案

　

一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
第
一
草
案
で
は
、
外
国
判
決
を
執
行
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
相
互
保
証
は
定
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た）（
（

（
な
お
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
当
時
の
規
定
は
、
民
事
訴
訟
法
に
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た）
7
（

）。

　

以
下
、
条
文
の
試
訳
を
掲
げ
る
。

　
【
一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
草
案
（
試
訳）
（
（

）】

第
五
七
八
条

第
一
項　

外
国
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
は
、
執
行
判
決
に
よ
っ
て
そ
の
許
可
が
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、

実
施
さ
れ
る
。

第
二
項　

執
行
判
決
の
言
渡
し
を
求
め
る
訴
え
は
、
管
轄
を
有
す
る
区
裁
判
所
ま
た
は
地
方
裁
判
所
（
六
二
二
条
）
に
提
起
す
る

も
の
と
す
る
。

第
五
七
九
条

第
一
項　

執
行
判
決
は
、［
外
国
］
判
決
の
法
律
適
合
性
（Gesetzm

äßigkeit

）
を
審
査
す
る
こ
と
な
く
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
項　

執
行
判
決
は
、
以
下
の
場
合
に
は
言
い
渡
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
一
号　

外
国
裁
判
所
の
判
決
が
、
当
該
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
法
に
よ
る
と
確
定
し
て
い
な
い
と
き
、
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第
二
号　

判
決
を
下
す
裁
判
官
の
法
に
よ
る
と
、
執
行
を
認
め
た
場
合
、、
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
き
、

第
三
号　

判
決
を
下
す
裁
判
官
の
法
に
よ
る
と
、
外
国
裁
判
所
が
所
属
す
る
国
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
し
な
か
っ
た
と
き
、

第
四
号　

敗
訴
し
た
債
務
者
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
、
訴
訟
を
開
始
す
る
呼
出
状
ま
た
は
命
令
が
当
該
債
務
者
本
人
に
対

し
て
受
訴
裁
判
所
所
属
国
に
お
い
て
、
ま
た
は
司
法
共
助
の
実
施
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
帝
国
内
に
お
い
て
送
達
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
に
、
こ
の
者
が
応
訴
し
な
か
っ
た
と
き
。

　

一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
イ
ツ
諸
邦
間
で
の
判
決
執
行
は
司
法
共
助
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た）9
（

。
そ
し
て
、
相
互
保
証
の

要
件
は
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
法
二
九
条
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
法
三
三
七
条
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
法
一
一
条
お
よ
び
バ
ー
デ
ン
法
八
四

八
条
と
い
っ
た
訴
訟
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が）（（
（

、
一
八
七
一
年
草
案
で
は
要
件
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

こ
の
要
件
を
裁
判
官
の
判
断
に
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
程
度
で
特
定
国
に

対
し
て
報
復
（Retorsion

）
を
行
使
し
て
執
行
を
拒
否
す
る
の
か
は
、
む
し
ろ
特
別
立
法
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た）（（
（

。

（
イ
）
第
一
読
会
草
案

　

そ
の
後
、
帝
国
議
会
司
法
委
員
会
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
相
互
保
証
の
要
件
が
挿
入
さ
れ
た）（（
（

。
草
案
六
一
一
条
は
、
外
国
判
決
承

認
要
件
と
し
て
、
一
八
七
一
年
草
案
と
同
様
に
、
一
項
で
、
法
律
適
合
性
（Gesetzm

äßigkeit

）
の
審
査
を
し
な
い
こ
と
と
し
て
実

質
的
再
審
査
の
禁
止
を
う
た
い）（（
（

、
二
項
で
承
認
を
拒
絶
す
る
要
件
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
二
項
は
、
外
国
判
決
が
判
決
国
法
上
確

定
し
て
い
な
い
場
合
（
一
号
）、
執
行
を
認
め
る
と
承
認
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
る

場
合
（
二
号
、
公
序
違
反
に
相
当
）、
判
決
国
が
間
接
管
轄
を
有
し
て
い
な
い
場
合
（
三
号
）、
外
国
訴
訟
開
始
時
に
お
い
て
被
告
に
手
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続
保
障
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
（
四
号
）、
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
選
出
の
議
員
で
あ
る）（（
（

、
シ
ュ
ト
ル
ッ
ク
マ
ン
（Struckm

ann

）
が
「
相
互
保
証
が
な
い
と
き
（w

enn 

die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist

）」
を
外
国
判
決
の
不
承
認
事
由
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
し
た）（（
（

。
そ
の
理
由
と
し

て
、
報
復
（W

iedervergeltung

）
を
法
原
則
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
で
、
個
別
事
案
に
お
い
て
中
央
官
庁
の
裁
量
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
る
よ
り
も
ド
イ
ツ
人
が
よ
り
一
層
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
し）（（
（

、
ま
た
、
こ
の
原
則
は
ド
イ
ツ
帝
国
の
名
誉
と
尊
厳
（Ehre und 

W
ürde

）
の
保
持
に
合
致
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
こ
の
提
案
は
他
の
議
員
ら
の
賛
同
を
得
て
、
相
互
保
証
の
要
件
は
承
認
要

件
の
一
つ
と
し
て
採
用
さ
れ
た）（（
（

。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
変
更
を
受
け
ず
に
、
一
八
七
七
年
民
事
訴
訟
法
で
は
六
六
一
条
が
外
国
判
決

の
承
認
を
定
め
て
い
た
。

（
ウ
）
そ
の
後
の
民
事
訴
訟
法
改
正

　

一
八
七
七
年
民
事
訴
訟
法
は
六
六
一
条
に
お
い
て
、
外
国
判
決
に
基
づ
き
強
制
執
行
を
行
う
た
め
の
要
件
に
関
す
る
規
定
を
置
い

た
。
そ
の
後
、
一
八
九
八
年
改
正
に
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
が
判
決
手
続
の
中
に
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
一
般
的
要

件
を
置
き
、
七
二
二
条
お
よ
び
七
二
三
条
が
外
国
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
に
つ
い
て
定
め
た
。

　

一
八
七
七
年
法
か
ら
一
八
九
八
年
法
に
改
正
す
る
際
の
特
徴
的
な
点
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
第
一
に
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る

規
定
を
強
制
執
行
の
部
分
か
ら
判
決
手
続
の
部
分
へ
と
移
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
八
七
七
年
法
は
、
強
制
執
行
を
行
う
た
め
の
要
件

と
し
て
外
国
判
決
承
認
の
規
定
を
定
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
執
行
を
予
定
し
な
い
種
類
の
判
決
に
は
同
条
の
適
用
は
な
さ
れ
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
他
方
、
一
八
九
八
年
法
で
は
、
外
国
判
決
の
国
内
的
効
力
は
強
制
執
行
の
際
に
だ
け
問
題
と
な
る
の
で
は
な

い
と
の
認
識
か
ら
、
外
国
判
決
承
認
要
件
は
強
制
執
行
の
部
分
か
ら
判
決
手
続
へ
と
移
さ
れ
た
。
第
二
に
、
第
一
の
点
と
も
関
係
す

る
が
、
一
八
九
八
年
改
正
で
は
、（
狭
義
の
）
執
行
と
は
関
わ
ら
な
い
非
財
産
事
件
に
つ
い
て
は
、
相
互
保
証
を
不
要
と
し
た
こ
と
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で
あ
る
。

　

以
下
、
一
八
七
七
年
法
と
一
八
九
八
年
法
の
条
文
の
試
訳
を
掲
げ
る
。

　
【
一
八
七
七
年
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（
試
訳）
（（
（

）】

第
六
六
一
条

第
一
項　

執
行
判
決
は
、
判
決
の
法
律
適
合
性
（Gesetzm

äßigkeit

）
を
審
査
す
る
こ
と
な
く
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項　

執
行
判
決
は
、
以
下
の
場
合
に
は
言
い
渡
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
一
号　

外
国
裁
判
所
の
判
決
が
、
当
該
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
法
に
よ
る
と
確
定
し
て
い
な
い
と
き
、

第
二
号　

強
制
執
行
を
許
可
す
る
ド
イ
ツ
裁
判
官
の
法
に
よ
る
と
、
執
行
を
認
め
た
場
合
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
が
強
制
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
き
、

第
三
号　

強
制
執
行
を
許
可
す
る
ド
イ
ツ
裁
判
官
の
法
に
よ
る
と
、
外
国
裁
判
所
が
所
属
す
る
国
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
し
な

か
っ
た
と
き
、

第
四
号　

敗
訴
し
た
債
務
者
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
、
訴
訟
を
開
始
す
る
呼
出
状
ま
た
は
命
令
が
当
該
債
務
者
本
人
に
対

し
て
受
訴
裁
判
所
所
属
国
に
お
い
て
、
ま
た
は
司
法
共
助
の
実
施
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
帝
国
内
に
お
い
て
送
達
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
に
、
こ
の
者
が
応
訴
し
な
か
っ
た
と
き
。

第
五
号　

相
互
の
保
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
き
。

　
【
一
八
九
八
年
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法）（（
（

】

第
三
二
八
条
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外
国
裁
判
所
ノ
承
認
ハ
左
ノ
場
合
ニ
於
テ
除
斥
セ
ラ
ル

　
　

一
か
ら
四
、　

略

　
　

五
、　

相
互
ヲ
保
セ
サ
ル
ト
キ

　

第
五
ノ
規
定
ハ
判
決
カ
財
産
権
ニ
非
サ
ル
請
求
ニ
関
ス
ル
ト
キ
及
ヒ
独
逸
国
ノ
法
律
ニ
従
ヘ
ハ
内
国
ニ
裁
判
籍
ヲ
有
セ
サ
ル
ト
キ

ニ
於
テ
判
決
ノ
承
認
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト
ナ
シ

第
七
二
三
条

　

執
行
判
決
ハ
裁
判
ノ
適
法
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
調
査
セ
ス
シ
テ
之
ヲ
為
ス

　

執
行
判
決
ハ
外
国
裁
判
所
ノ
判
決
カ
其
裁
判
所
ニ
行
ハ
ル
ル
法
律
ニ
従
ヒ
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
始
メ
テ
之
ヲ
為
ス
。
第
三
百

二
十
八
条
ニ
因
リ
判
決
ノ
承
認
カ
除
斥
セ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

（
エ
）
一
九
八
六
年
国
際
私
法
改
正

　

ド
イ
ツ
国
際
私
法
は
、
一
九
八
六
年
（
同
年
七
月
二
五
日
公
布
、
同
年
九
月
一
日
施
行
）
の
法
律
に
よ
っ
て
大
き
く
改
正
さ
れ
た）（（
（

。

そ
の
際
に
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
規
定
の
変
更
も
な
さ
れ
た
。
改
正
作
業
に
際
し
て
は
い
く
つ
か
の
試
案
が
示
さ
れ
た
が
、

た
と
え
ば
、
キ
ュ
ー
ネ
教
授
に
よ
る
改
正
案
（
キ
ュ
ー
ネ
草
案
）
で
は
、
外
国
判
決
承
認
に
関
し
て
相
互
保
証
の
要
件
の
廃
止
が
提

案
さ
れ
た）（（
（

。
し
か
し
、
政
府
草
案
は
こ
の
提
案
を
退
け
て
相
互
保
証
の
要
件
を
存
続
さ
せ
た
。
一
九
八
三
年
一
〇
月
二
〇
日
連
邦
議

会
に
提
出
さ
れ
た
政
府
草
案
の
理
由
書
に
は
、
相
互
保
証
の
要
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。「［
民
事
訴
訟
法
三
二
八

条
］
一
項
五
号
に
よ
る
と
、
相
互
の
保
証
が
な
い
場
合
に
は
、
外
国
判
決
は
承
認
さ
れ
な
い
。
二
項
は
、
判
決
が
非
財
産
的
請
求
に

関
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
内
国
に
管
轄
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
ま
た
は
親
子
関
係
事
件
で
あ
る
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場
合
に
は
、
相
互
保
証
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
、
キ
ュ
ー
ネ
は
削
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
今
回
提
出
さ
れ
た

草
案
は
、
こ
の
変
更
を
〝
時
期
尚
早
（verfrüht

）〟
と
判
断
し
た
。
財
産
法
の
領
域
に
お
け
る
［
相
互
保
証
の
要
件
の
］
削
除
が
も

た
ら
す
影
響
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
相
互
保
証
の
要
件
を
確
認
す
る
た
め
の
適
切
な
手
段
を
準
備
す
る

と
い
っ
た
、
別
個
の
中
間
的
な
解
決
方
法
は
、
こ
れ
ま
で
探
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
現
行
三
二
八
条
お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
に
関

し
て
は
、
今
回
提
出
さ
れ
た
草
案
に
お
い
て
国
際
私
法
が
新
た
に
定
め
る
領
域
に
つ
い
て
、
一
項
五
号
を
削
除
す
る
必
要
性
は
な

い
）
（（
（

。」。

　

こ
の
対
応
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
お
お
む
ね
非
常
に
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
ク
ロ

フ
ォ
ラ
ー
は
、
ほ
と
ん
ど
説
得
力
を
有
し
な
い
（w

enig überzeugend

）
と
評
し
て
い
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三

二
八
条
二
項
は
、
非
財
産
的
な
（nichtverm
ögensrechtlich

）
請
求
権
に
つ
い
て
相
互
保
証
は
不
要
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
日

本
法
と
大
き
く
異
な
る
。

（
オ
）
そ
の
他
の
法
律

　

倒
産
法
三
四
三
条
は
、
外
国
倒
産
手
続
の
承
認
に
つ
き
相
互
保
証
を
不
要
と
し
て
い
る）（（
（

。
他
方
、
家
事
事
件
お
よ
び
非
訟
事
件
手

続
法
（Fam

FG

）
一
〇
九
条
四
項
は
、
争
訟
的
家
事
事
件
（Fam

ilienstreitsachen

）
お
よ
び
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
事
件

（Lebenspartnerschaftssachen

）
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
に
つ
き
、
相
互
保
証
の
要
件
を
残
し
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
外
国
扶
養
法

（A
uslandsunterhaltsgesetz

）
は
、
六
四
条
一
項
に
お
い
て
、
同
法
一
条
一
項
一
文
三
号
に
基
づ
き
相
互
保
証
を
有
す
る
国
の
扶

養
に
関
す
る
債
務
名
義
に
つ
い
て
、
家
事
事
件
お
よ
び
非
訟
事
件
手
続
法
（Fam

FG

）
一
一
〇
条
に
基
づ
い
て
執
行
を
行
う
こ
と
を

定
め
て
い
る
。
外
国
扶
養
法
一
条
一
項
一
文
三
号
の
相
互
保
証
は
、
同
項
二
文
に
よ
る
と
、
連
邦
司
法
省
が
確
定
し
、
官
報
に
公
告

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る）（（
（

。
こ
れ
は
、
形
式
的
相
互
保
証
（förm

liche Gegenseitigkeit

）
と
呼
ば
れ
る
。
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（
２
）
学
説
お
よ
び
判
例
の
状
況

（
ア
）
相
互
保
証
に
関
す
る
基
本
理
念
の
対
立

　

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
異
な
り
、
形
式
主
義
に
基
づ
く
相
互
保
証
で
は
な
く
、
判
決
国
と
相
互
保

証
が
あ
る
か
否
か
を
個
別
的
実
質
的
に
判
断
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
条
約
締
結
や
政
府
の
通
達
に
よ
る
相
互
保

証
の
一
律
的
な
判
断
で
は
な
く
、
個
別
事
案
ご
と
に
裁
判
所
が
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

相
互
保
証
の
考
え
は
、
か
つ
て
は
応
報
的
思
想
が
強
か
っ
た
。
こ
の
考
え
は
、
一
部
の
学
説
の
支
持
を
得
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

ラ
ー
ペ
は
、
こ
の
規
定
は
「
一
種
の
応
報
（V

ergeltung

）
を
命
ず
る
も
の
で
あ
り
、
外
国
国
家
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
る
手
段
で

あ
る
」
と
し
、
ま
た
承
認
は
無
償
で
与
え
る
（verschenken

）
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
相
互
保
証
の
制
度
を
積
極
的
に
評
価
す

る
）
（（
（

。
こ
の
考
え
に
よ
る
と
、
相
互
保
証
の
目
的
は
、
外
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
債
務
名
義
の
実
現
を
確
実
に
す
る
こ
と
、
お
よ
び
一

定
の
条
件
下
で
外
国
債
務
名
義
の
ド
イ
ツ
国
内
で
の
実
現
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
国
家
の
公
権
的
行
為
だ
け
が
基
準

と
な
り
、
市
民
の
利
益
で
は
な
い
こ
と
に
な
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
権
利
追
求
者
の
利
益
は
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
な
お
、
ド

イ
ツ
の
立
法
者
は
、
も
う
一
つ
の
目
的
を
も
っ
て
相
互
保
証
を
定
め
て
い
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
の
最
低
レ
ベ
ル
の

保
証
（Garantie für M
indestqualität

）
と
し
て
作
用
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る）（（
（

。

　

し
か
し
、
古
く
か
ら
相
互
保
証
に
反
対
す
る
意
見
が
有
力
説
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・

フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
は
、
お
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
相
互
保
証
は
「
国
際
［
訴
訟
］
法
の
進
展
を
基
礎
づ

け
る
こ
と
に
、
ま
っ
た
く
相
応
し
く
な
く
、
実
際
は
後
退
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
相
互
保
証
を
要
求
す
る
国
が
そ
れ
ぞ
れ
、
相
手
国

に
対
し
て
法
的
交
流
を
促
進
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
規
準
を
求
め
て
い
て
も
、
双
方
と
も
に
相
互
保
証
を
認
め
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
る
。

ま
た
、
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
た
場
合
で
も
、
裁
判
官
の
誤
解
に
よ
っ
て
突
如
実
務
全
体
を
台
無
し
に
す
る
場
合
が
あ
る
。
つ
ま
り
、



11

外国判決承認要件としての相互保証（一）

た
と
え
ば
、
Ａ
国
が
特
別
な
理
由
に
基
づ
き
執
行
を
拒
否
し
た
場
合
に
、
Ｂ
国
が
そ
の
こ
と
に
対
し
て
包
括
的
な
理
由
に
基
づ
い
て

拒
否
す
る
反
応
を
示
し
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
た
だ
ち
に
両
国
の
相
互
保
証
の
否
定
は
一
般
的
な
も
の
と
な
る
」、
と
。
ま
た
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
は
、
当
時
の
著
名
な
国
際
私
法
研
究
者
で
あ
る
ア
ッ
セ
ル
が
相
互
保
証
に
批
判
的
で
あ
る
こ

と
や
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
も
相
互
保
証
を
要
求
し
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
の
制
度
に
対
す
る

批
判
を
展
開
し
て
い
る）（（
（

。

（
イ
）
現
在
の
評
価

　

こ
の
よ
う
に
、
学
説
で
は
、
相
互
保
証
の
要
件
に
つ
い
て
は
民
事
訴
訟
法
制
定
当
初
か
ら
賛
否
が
分
か
れ
て
い
た
。
一
九
八
六
年

の
国
際
私
法
改
正
以
前
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
相
互
保
証
の
要
件
を
設
定
し
た
目
的
（
ド
イ
ツ
判
決
の
外
国
で
の
承
認
を
促
進
さ

せ
る
）
は
達
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
一
致
を
見
て
い
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
ま
た
、
実
務
上
、
当
事
者
、
し
か
も
外
国
訴
訟
で
勝
訴

し
た
ド
イ
ツ
人
当
事
者
が
ド
イ
ツ
国
内
で
執
行
す
る
場
合
に
も
困
難
な
問
題
を
も
た
ら
す
と
説
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
互
保
証

の
要
件
は
、
裁
判
所
の
国
際
的
な
協
調
を
阻
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
関
係
当
事
者
に
耐
え
が
た
い
負
担
を
も
た
ら
す
も
の
と
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
、
こ
ん
に
ち
で
は
不
要
論
が
有
力
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
シ
ュ
ッ
ツ
ェ
は
、
今
な
お
、
相
互
保
証
の
要
件
は
、

手
続
的
正
義
（prozessuale Gerechtigkeit

）
お
よ
び
国
際
商
取
引
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
利
益
確
保
の
要
請
か
ら
認
め
ら
れ
る
と

し
て
相
互
保
証
を
擁
護
す
る
が）（（
（

、
近
時
の
学
説
に
お
い
て
は
少
数
説
に
と
ど
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、
現
在
で
は
、
相
互
保
証
に
対
す
る
批
判
を
受
け
て
、
相
互
保
証
の
要
件
を
緩
や
か
に
解
釈
し
適
用
を
制
限
す
る
動
き

が
み
ら
れ
、
学
説
お
よ
び
実
務
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に

相
互
保
証
の
要
件
を
制
限
的
に
解
す
る
立
場
を
み
て
い
き
た
い
。
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（
ウ
）
解
釈
に
よ
る
適
用
制
限

　

第
一
に
、「
判
決
国
が
『
こ
れ
ま
で
』
ド
イ
ツ
と
の
相
互
保
証
を
認
め
て
い
た
こ
と
」
と
い
う
判
決
国
に
お
け
る
承
認
の
実
施
を

要
求
し
て
い
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
考
え
が
あ
る）（（
（

。
相
互
保
証
の
要
件
の
判
断
は
、
抽
象
的
に
な
す
の
で
は

な
く
、
外
国
の
承
認
に
関
す
る
法
と
ド
イ
ツ
法
と
を
具
体
的
に
比
較
を
す
る
こ
と
で
な
す
が）（（
（

、
そ
の
際
に
基
準
と
な
る
の
は
現
実
の

実
務
運
用
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
判
決
国
で
の
実
務
運
用
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
た
と
え
ば
、

判
決
国
に
お
い
て
法
改
正
が
行
わ
れ
た
場
合
）、
相
互
保
証
が
な
い
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
相
手
国
に
お
け
る
承
認
法
を
検
討
す

る
の
が
こ
の
見
解
で
あ
る）（（
（

。
そ
の
理
由
は
、
条
約
等
が
な
い
場
合
に
、
判
決
国
と
承
認
国
の
双
方
の
国
が
承
認
す
る
用
意
は
あ
る
も

の
の
、
相
手
国
の
最
初
の
行
動
を
期
待
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
た
め
に
双
方
と
も
に
承
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
こ
と
（
両
す
く
み
状
態
）
の
不
合
理
性
が
あ
げ
ら
れ
る）（（
（

。

　

第
二
に
、
従
来
の
見
解
と
異
な
り
、
相
互
保
証
の
不
存
在
が
確
定
し
な
い
場
合
に
は
外
国
判
決
を
承
認
す
る
と
い
う
立
場
が
、
少

数
で
あ
る
が
近
時
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
通
説
・
判
例
に
よ
る
と
、
相
互
保
証
の
証
明
責
任
は
外
国
判
決
を
援
用
す
る
者
が
負

う
と
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
こ
の
支
配
的
見
解
は
、
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
が
定
め
る
要
件
は
、
外
国
判
決
の
承
認
が
認
め
ら
れ
る
た
め

の
積
極
的
要
件
と
し
て
把
握
し
、
承
認
を
求
め
る
当
事
者
が
そ
の
要
件
の
存
在
を
主
張
立
証
す
る
と
理
解
す
る
。
他
方
、
少
数
説
は
、

条
文
の
文
言
に
着
目
す
る
。
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
の
文
言
自
体
は
、
外
国
判
決
承
認
要
件
を
消
極
的
要
件
の
形
で
規
定
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
一
項
柱
書
は
「
外
国
判
決
は
、
以
下
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。」
と
し
、

五
号
で
「
相
互
の
保
証
が
な
い
と
き
。」
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
内
国
債
務
者
で
あ
る
被
告
が
相
互
保
証
の
不
存
在
に
つ
き

証
明
責
任
を
負
う
（
承
認
要
件
で
は
な
く
、
不
承
認
の
要
件
と
解
し
、
承
認
を
争
う
当
事
者
が
相
互
保
証
の
不
存
在
に
つ
き
証
明
責
任
を
負

う
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論
が
あ
げ
ら
れ
る）（（
（

。
国
際
社
会
に
お
け
る
法
秩
序
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
判
決
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国
と
承
認
国
の
承
認
基
準
の
完
全
な
一
致
は
あ
り
え
な
い
た
め）（（
（

、
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
全
体
的
に
考
慮
し
て
、

当
該
判
決
の
種
類
に
つ
い
て
承
認
国
法
の
承
認
要
件
の
構
成
と
判
決
国
法
の
要
件
が
総
じ
て
同
じ
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
す
る
見

解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
比
較
的
古
く
か
ら
説
か
れ）（（
（

、
ま
た
現
在
で
は
学
説
お
よ
び
判
例
に
お
け
る
支
配
的
見
解
で
あ
る）（（
（

。
す
な
わ

ち
、
す
べ
て
の
種
類
の
判
決
に
つ
い
て
判
決
国
と
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
必
要
は
な
く
、
承
認
が
求
め
ら
れ
た
判
決
の
個
別
的
な

判
決
形
態
（
欠
席
判
決
と
対
比
し
た
争
訟
的
な
判
決
、
金
銭
支
払
を
命
ず
る
判
決
、
離
婚
判
決
な
ど
）
に
つ
き
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
特
定
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
が
、
外
国
判
決
を
下
し
た
判
決
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
同
種
の
裁
判
に
つ
い
て
の
み
ド
イ
ツ
で
は
相
互
保
証
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
中
南
米
で
は
欠
席
判
決

（V
ersäum

nisurteile

）
は
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
国
で
下
さ
れ
た
欠
席
判
決
は
ド
イ
ツ
で
承
認
さ
れ
な
い
が
、
そ

れ
以
外
の
通
常
の
争
訟
的
判
決
は
承
認
さ
れ
る）（（
（

。
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
は
、
南
ア
フ
リ
カ
で
は
、
普
通
裁
判
籍
で
下
さ
れ
た
判
決

は
承
認
さ
れ
る
が
、
義
務
履
行
地
で
下
さ
れ
た
判
決
は
承
認
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
、
南
ア
フ
リ
カ
判

決
が
被
告
の
住
所
を
管
轄
原
因
と
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
判
決
を
承
認
す
る
と
説
か
れ
る）（（
（

。
他
方
、
南
ア
フ
リ
カ
の
判
決
が
義

務
履
行
地
管
轄
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
で
は
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
鏡
像
理
論
に
基
づ
き
南
ア

フ
リ
カ
判
決
の
間
接
管
轄
が
肯
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
相
互
保
証
が
な
い
と
し
て
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る）（（
（

。

　

外
国
判
決
が
不
承
認
と
な
る
場
合
の
典
型
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
判
決
国
が
、
外
国
判
決
を
承
認
す
る
場
合
に
実
質
的
再

審
査
（révision au fond

）
を
行
う
場
合）（（
（

、
あ
る
い
は
自
国
民
に
は
自
国
判
決
だ
け
を
通
用
さ
せ
る
国
の
判
決
の
場
合
（
フ
ラ
ン
ス

民
法
一
四
条
、
一
五
条
。
い
わ
ゆ
る
管
轄
特
権Jurisdiktionsprivileg

と
ド
イ
ツ
で
は
呼
ば
れ
て
い
る）
（（
（

）、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
エ
）
憲
法
と
相
互
保
証
の
関
係

　

こ
の
相
互
保
証
の
規
定
（
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
一
項
五
号
）
が
、
ド
イ
ツ
基
本
法
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
議
論
が
あ
る）（（
（

。
す
な
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わ
ち
、
相
互
保
証
の
要
件
は
個
人
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
国
家
的
利
益
の
貫
徹
を
目
指
し
て
お
り
、
ま
た
同
号
は
同
じ
く
ド
イ
ツ
の

債
権
者
で
あ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
と
相
互
保
証
の
あ
る
国
の
裁
判
所
で
債
務
名
義
を
得
た
場
合
と
相
互
保
証
の
な
い
国
で
得
た
場
合
と

に
よ
っ
て
、
実
質
的
な
根
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
な
る
扱
い
が
な
さ
れ
る
た
め
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、
外

国
訴
訟
の
勝
訴
当
事
者
が
ド
イ
ツ
人
の
場
合
に
は
相
互
保
証
は
常
に
不
要
と
す
る
と
い
う
立
場
が
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は）（（
（

、
相
互
保
証
の
要
件
が
憲
法
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
学
説
に
お
い
て
も
、
通
説

は
相
互
保
証
の
規
定
に
は
批
判
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
憲
法
裁
判
所
と
同
様
に
、
相
互
保
証
の
要
件
は
憲
法
に
適
合
し
て

い
る
と
の
見
解
が
多
数
を
占
め
て
い
る）（（
（

。
他
方
で
、
相
互
保
証
の
要
件
に
好
意
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
シ
ュ
ッ
ツ
ェ
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
相
互
保
証
は
私
人
の
利
益
を
定
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
家
の
公
権
行
為
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
平
等
原
則
の
問
題
で
は
な
い
と
す
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
近
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
の
趨
勢
は
、
相
互
保
証
を
国
家
的
利

益
か
ら
当
事
者
の
利
益
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
シ
ュ
ッ
ツ
ェ
の
批
判
が
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ど
こ

ま
で
説
得
的
か
は
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
に
よ
る
違
憲
説
に
対
す
る
反
論
の
方
が
、
よ
り
適
切

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
平
等
原
則
違
反
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
と
し
て
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ド
イ
ツ
国
内
で
訴
訟
を
提
起
し
債
務
名
義
を
得
た
ド
イ
ツ
人
債
権
者

と
、
外
国
の
債
務
名
義
を
提
出
し
た
ド
イ
ツ
人
債
権
者
と
を
、
憲
法
上
完
全
に
平
等
に
扱
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
外

国
の
裁
判
は
、
そ
の
国
固
有
の
司
法
シ
ス
テ
ム
か
ら
生
じ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
の
た

め
に
特
別
に
承
認
要
件
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
外
国
の
債
務
名
義
を
有
し
て
い
る
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
債
権
者
を
、
完
全
に
平
等

に
扱
う
こ
と
も
同
様
に
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
判
決
国
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
し
、
外
国
判
決
も
ま
た
相
異
な
っ
た
条
件

に
お
い
て
下
さ
れ
る）（（
（

」
か
ら
で
あ
る
、
と
。
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（
オ
）
そ
の
他
の
問
題

　

中
国
と
の
相
互
保
証
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
肯
定
否
定
の
議
論
が
あ
る）（（
（

。
ベ
ル
リ
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
こ
れ
を
肯
定
し

て
い
る）（（
（

。
し
か
し
、
判
例
評
釈
に
お
い
て
は
、
こ
の
裁
判
所
の
判
断
を
め
ぐ
る
評
価
は
二
分
し
て
い
る）（（
（

。

　

相
互
保
証
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
場
合
、
原
告
は
再
度
、
内
国
で
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
ま
た
、
相
互
保
証
の
要

件
を
充
足
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
裁
判
所
、
当
事
者
あ
る
い
は
官
署
に
過
大
な
負
担
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る）（（
（

。

そ
こ
で
、
シ
ャ
ッ
ク
は
、
法
律
に
よ
っ
て
相
互
保
証
を
法
律
上
推
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
よ
う
な
官
報
で
公
告
す

る
と
い
っ
た
方
法
も
考
え
得
る
し
、
よ
り
適
切
で
あ
る
の
は
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
よ
う
に
こ
の

要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る）（（
（

。

３　

オ
ー
ス
ト
リ
ア

（
１
）
現
行
法
の
状
況

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
執
行
法
（Exekutionsordnung

）
七
九
条
二
項
に
お
い
て
、
外
国
判
決
を
執
行
す
る
に
は
条
約

（Staatsverträge

）
ま
た
は
通
達
（V

erordnungen

）
（（
（

）
に
よ
っ
て
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
認
証
さ
れ
た

相
互
保
証qualifizierte Gegenseitigkeit

と
呼
ば
れ
て
い
る）
（（
（

）。
た
だ
し
、
家
族
法
上
の
外
国
判
決
に
は
適
用
さ
れ
な
い）（（
（

。
ま
ず
、
執

行
法
七
九
条
の
試
訳
を
掲
げ
る
。

　
【
オ
ー
ス
ト
リ
ア
執
行
法
（
試
訳
）】

第
七
九
条

第
一
項　

外
国
で
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
第
二
条
で
掲
げ
ら
れ
た
債
務
名
義
に
属
し
な
い
公
文
書
お
よ
び
証
書
（
外
国
の
債
務
名
義
）
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に
基
づ
く
執
行
の
許
可
は
、
こ
れ
ら
の
公
文
書
お
よ
び
証
書
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
執
行
可
能
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
場
合

に
な
す
。

第
二
項　

公
文
書
お
よ
び
証
書
は
、
こ
れ
ら
が
作
成
さ
れ
た
国
の
規
定
に
基
づ
い
て
執
行
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
条
約
ま
た
は
通

達
に
よ
っ
て
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
執
行
可
能
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
、
条
約
や
通
達
で
判
決
国
と
の
相
互
保
証
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
た
と
え
事
実
上
（tatsächlich

）
は
相
互

保
証
が
あ
る
と
し
て
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
は
、
外
国
判
決
の
執
行
を
求
め
る
申
立
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

る
）
（（
（

。
こ
の
点
は
か
な
り
厳
格
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
外
国
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
債
務
名
義
が
執
行
さ
れ
る
場
合
で
も
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
方
で
条
約
等
に
よ
り
相
互
保
証
を
認
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
執
行
は
許
可
さ
れ
な
い）（（
（

。
そ

し
て
、
あ
る
文
献
は
執
行
法
七
九
条
二
項
に
い
う
条
約
は
締
結
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
さ
れ）（（
（

、
ま
た
、
通
達
も
わ
ず
か
の
国
に
つ
い

て
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め）（（
（

、
こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
制
度
は
国
際
的
な
執
行
に
対
し
て
は
極
め
て
敵
対
的
（höchst feindlich

）

な
態
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
説
く）（（
（

。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
他
の
各
種
二
国
間
あ
る
い
は
多
国
間
条
約
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
則

に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
た
め
、
相
互
保
証
が
あ
る
と
の
宣
言
を
す
る
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、

カ
ナ
ダ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
扶
養
料
に
関
す
る
債
務
名
義
が
最
も
重
要
な
適
用
事
例
で
あ
る
と
さ
れ
る）（（
（

。

（
２
）
旧
法
下
に
お
け
る
扱
い

　

旧
法
下
（
一
八
九
五
年
以
前
）
に
お
い
て
も
、
外
国
判
決
を
執
行
す
る
に
際
し
て
は
、
相
互
保
証
の
要
件
を
課
し
て
い
た
と
さ
れ

る
）
（（
（

。
相
互
保
証
の
有
無
を
確
定
す
る
作
業
は
、
裁
判
所
自
身
が
な
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
行
政
に
よ
る
相
互
保
証
の
確
認
が
多
数

な
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
た
ん
に
情
報
提
供
機
能
を
有
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
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と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
八
九
六
年
執
行
法
は）（（
（

、
現
在
で
も
妥
当
し
て
い
る
七
九
条
を
定
め）（（
（

、
相
互
保
証
は
条
約
ま
た
は
帝
国
官
報

に
お
い
て
公
告
さ
れ
た
政
府
声
明
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た）（（
（

。

（
３
）
形
式
主
義
を
採
用
し
た
理
由

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
、
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
形
式
主
義
に
基
づ
く
相
互
保
証
、
す
な
わ
ち
、
条
約
や
政
府
の
宣
言
に
よ
ら
な
い
と
相

互
保
証
を
認
め
な
い
と
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
立
法
者
は
、
三
つ
の
点
を
考
慮
し
て
こ
の

よ
う
な
規
律
を
定
め
た
と
の
指
摘
が
あ
る）（（
（

。
第
一
に
、
法
的
確
実
性
（Rechtssicherheit

）
が
高
め
ら
れ
る
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

す
な
わ
ち
、
条
約
あ
る
い
は
政
府
の
宣
言
が
あ
る
か
否
か
で
、
判
決
国
と
の
相
互
保
証
の
有
無
が
決
せ
ら
れ
る
た
め
、
裁
判
所
と
し

て
は
、
相
互
保
証
の
有
無
の
判
断
が
極
め
て
容
易
に
、
か
つ
画
一
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
制
定
当
時
の
立
法
者

が
意
図
し
た
「
形
式
主
義
に
基
づ
く
、
確
実
な
根
拠
（eine form

elle, sichere Grundlage

）
（（
（

）」
は
、
現
在
で
は
、
憲
法
と
の
関
係
で

そ
の
堅
固
な
立
場
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
に
よ
る
通
達
は
、
通
常
裁
判
所
に
よ
る
法
律
適
合
性
の
審
査

（Gesetzm
äßigkeitskontrolle

）
に
服
す
る
と
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
あ
る
国
の
相
互
保
証
が
政
府
の
通
達
で
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
場
合
に
は
法
律
に
適
合
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る）（（
（

。
そ
の
た
め
、
相
互
保
証
の
存
否
に
つ
い
て
疑
念
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
手
続
を
中
止
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
問
題
を
憲
法
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
と
説
か
れ
る
。

　

形
式
主
義
を
選
択
し
た
、
第
二
の
点
と
し
て
は
、
裁
判
所
で
は
な
く
官
署
（Behörde

）
が
外
国
と
の
法
的
交
流
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
九
世
紀
末
の
民
事
訴
訟
法
制
定
当
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
的
な
社
会
情
勢
を
も
か
ん
が
み
る
と
、

外
国
判
決
が
内
国
で
効
力
を
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
問
題
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
国
家
的
利
益
の
問
題
で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

執
行
法
七
九
条
の
制
定
史
に
関
す
る
資
料
に
よ
る
と
、
外
国
判
決
を
執
行
す
る
場
面
に
お
い
て
は
、
政
府
だ
け
が
、
当
該
外
国
国
家

が
内
国
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る）（（
（

。
こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
相
互
保
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証
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
は
当
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
と
外
交
上
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
、
ド
イ
ツ
、
ル
ー
マ

ニ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
っ
た
国
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
互
保
証
を
一
種
の
外
交
問

題
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

第
三
の
観
点
と
し
て
、
形
式
主
義
は
相
互
保
証
の
有
無
を
確
定
さ
せ
る
作
業
負
担
を
裁
判
所
か
ら
解
放
さ
せ
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る）（（
（

。

相
互
保
証
の
有
無
を
確
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
当
該
判
決
国
裁
判
所
が
所
属
す
る
国
の
法
に
つ
い
て
正
確
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
が

無
条
件
に
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
裁
判
所
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
し
、
ま
た
、
法
的
交
流
の
少
な
い
遠
く
離
れ

た
国
の
場
合
に
は
な
お
の
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
が
、
相
互
保
証
の
有
無
を
確
定
さ
せ
る
た
め
に
外
国
法
を
検
討
す
る
作
業
か
ら
解

放
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
大
い
に
意
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
時
の
立
法
者
も
こ
の
考
え
が
形
式
主
義
を
採
用
す
る
中

心
的
な
考
え
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）（（
（

。

（
４
）
相
互
保
証
に
対
す
る
評
価

　

も
っ
と
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
、
近
時
の
有
力
説
は
相
互
保
証
に
批
判
的
で
あ
る）（（
（

。
そ
し
て
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
点
に
つ
い

て
も
、
批
判
が
あ
る）（（
（

。
第
一
番
目
の
、
行
政
に
よ
る
通
達
に
よ
っ
て
相
互
保
証
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
法
的
確
実
性
が
高
め
ら
れ
る

と
い
う
点
は
、
こ
ん
に
ち
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
法
律
適
合
性
の
観
点
か
ら
裁
判
所
の
審
査
に
服
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

外
国
の
法
状
況
の
変
化
に
官
署
が
迅
速
に
対
応
で
き
る
の
か
問
題
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
実
際
に
国
内
官
署
の
対
応
に
問
題
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
受
訴
裁
判
所
と
憲
法
裁
判
所
の
二
つ
の
裁
判
所
の
判
断
に
服
す
る
た
め
、
第
一
の
目
的
は
そ
の
意
義
を
失
っ
て

い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
第
二
に
つ
い
て
は
、
外
交
問
題
を
民
事
手
続
法
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
不
適
切
で
あ

る
（völlig unsachgem

äß

）
と
説
か
れ
る
。
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
外
国
法
の
確
定
の
困
難
さ
は
国
際
私
法
の
問
題
で
あ
り
、

現
在
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
事
訴
訟
法
二
七
一
条
二
項
に
よ
っ
て
司
法
省
へ
の
照
会
に
よ
っ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
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い
う
。

４　

そ
の
他
の
国
に
お
け
る
状
況

　

近
年
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
外
国
の
立
法
動
向
を
紹
介
す
る
文
献
で
は
、
相
互
保
証
の
要
件
を
撤
廃
す
る
立
法
例
が
少
な
か

ら
ず
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
き
わ
め
て
簡
単
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
国
の
動
向
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
承
認
執
行
は
州
法
上
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
比
較
的
最
近
の
文
献
に
よ
る
と
、
法
状
況
と
し
て
は
、
一
九
六
二
年
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
採
択
し
て
い
る
州
が
一
六
州
、
二
〇
〇
五
年
の
改
正
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
採
択
し
て
い
る
州
が

一
八
州
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
、
そ
し
て
コ
モ
ン
ロ
ー
諸
原
則
（
一
九
八
七
年
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
を
含
む
）
を
踏

襲
し
て
い
る
州
が
一
六
州
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

一
九
六
二
年
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
は
相
互
保
証
を
要
求
し
て
い
な
い）（（
（

。
二
〇
〇
五
年
の
改
正
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法

も
同
様
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
も
、
相
互
保
証
を
要
求
し
て
い
な
い）（（
（

。
し
か
し
、
テ
キ
サ
ス

州
の
よ
う
に
、
統
一
法
を
採
択
し
た
州
の
中
に
は
法
典
化
す
る
に
際
し
て
相
互
保
証
を
要
件
化
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る）（（
（

。

（
２
）
ス
イ
ス

　

ス
イ
ス
連
邦
共
和
国
で
は
外
国
判
決
の
承
認
に
関
し
て
は
、
国
際
私
法
が
規
定
し
て
い
る
。
ス
イ
ス
で
は
一
九
八
七
年
国
際
私
法

典
制
定
に
際
し
て）（（
（

、
相
互
保
証
の
要
件
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た）（（
（

。
し
か
し
、
ス
イ
ス
の
国
際
民
事
手
続
法
の
領
域
に
お
い
て
、
相
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互
保
証
が
一
切
廃
止
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
六
六
条
に
お
い
て
、
破
産
手
続
の
承

認
に
関
し
て
は
相
互
保
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
【
ス
イ
ス
国
際
私
法
（
試
訳
）】

第
一
六
六
条

第
一
項　

倒
産
債
務
者
の
住
所
地
で
下
さ
れ
た
外
国
の
破
産
に
関
す
る
裁
判
（K

onkursdekret

）
は
、
以
下
の
場
合
に
は
、
外

国
の
破
産
管
財
人
ま
た
は
外
国
債
権
者
の
申
立
て
に
基
づ
き
承
認
さ
れ
る
。

　
ａ
）
ｂ
）
略

ｃ
）
裁
判
を
下
し
た
国
が
相
互
保
証
（Gegenrecht

）
を
有
す
る
場
合

　

こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
破
産
手
続
に
お
い
て
ス
イ
ス
の
当
事
者
の
み
が
一
方
的
に
給
付
を
な
す
の
は
著
し
く
不
平
等
で
あ
る
と
の

認
識
か
ら
設
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る）（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
理
由
づ
け
が
正
当
化
さ
れ
る
か
は
非
常
に
疑
問
で
あ
る
と
説
か
れ
る）（（
（

。
実
務
上

も
非
常
に
不
評
の
よ
う
で
あ
る）（（
（

。

　

な
お
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
は
、
一
般
民
事
事
件
に
つ
い
て
は
外
国
判
決
承
認
要
件
と
し
て
相
互
保
証
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
間
接

管
轄
が
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
互
保
証
的
観
点
が
代
替
さ
れ
て
い
る
と
の
有
力
説
に
よ
る
指
摘
が
あ
る）（（
（

。
間

接
管
轄
は
、
鏡
像
理
論
―
―
厳
格
に
解
す
る
か
緩
和
さ
せ
る
か
は
と
も
か
く
―
―
を
前
提
と
す
る
場
合
、
承
認
国
の
直
接
管
轄
が
認

め
ら
れ
る
範
囲
で
判
決
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
管
轄
レ
ベ
ル
に
お
け
る
相
互
主

義
と
い
う
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
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（
３
）
ス
ペ
イ
ン

　

ス
ペ
イ
ン
王
国
は
、
二
〇
〇
九
年
よ
り
相
互
保
証
の
要
件
を
廃
止
し
て
い
る）（（
（

。

（
４
）
ブ
ル
ガ
リ
ア

　

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
は
、
二
〇
〇
五
年
五
月
の
国
際
私
法
典
で）（（
（

、
外
国
判
決
承
認
要
件
と
し
て
の
相
互
保
証
を
廃
止
し
た）（（
（

。

旧
法
下
に
お
い
て
は
、
国
際
条
約
、
二
国
間
司
法
共
助
、
ま
た
は
事
実
上
の
相
互
保
証
（tatsächliche Gegenseitigkeit

）
が
あ
る

こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
に
の
み
外
国
判
決
の
執
行
を
な
し
う
る
と
し
て
い
た
が
（
旧
民
事
訴
訟
法
三
〇
三
条
）、
新
法
で
は
承
認
要

件
（
国
際
私
法
一
一
七
条
）
を
充
足
し
て
い
れ
ば
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
（
国
際
私
法
一
二
〇
条
）。

（
５
）
ポ
ー
ラ
ン
ド

　

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
は
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
五
日
の
民
事
手
続
法
典
（Zivilverfahrensgesetzbuch

）
で
、
相
互
保
証
の
要
件

を
廃
止
し
た）（（（
（

。
学
説
か
ら
は
、
相
互
保
証
の
要
件
は
報
復
（Retorsion

）
の
概
念
を
判
決
承
認
に
持
ち
込
む
も
の
で
あ
り
問
題
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
、
相
互
保
証
は
外
国
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
判
決
承
認
を
容
易
に
す
る
有
用
な
手
段
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
さ
ら

に
、
こ
れ
ま
で
承
認
し
た
実
績
の
な
い
国
と
の
関
係
で
相
互
保
証
の
有
無
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
批

判
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
批
判
を
考
慮
し
て
相
互
保
証
の
要
件
を
削
除
す
る
に
至
っ
た
。

（
６
）
マ
ケ
ド
ニ
ア

　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
を
構
成
し
て
い
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
四
日
の
国
際
私
法
典
で）（（（
（

、
外
国
判
決
の
承
認

要
件
と
し
て
の
相
互
保
証
を
廃
止
し
た）（（（
（

。
す
で
に
隣
国
の
ア
ル
バ
ニ
ア
や
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
相
互
保
証
を
廃
止
し
て
お
り）（（（
（

、
そ
の
流
れ
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に
沿
う
も
の
で
あ
る
。

（
７
）
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ

　

モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
共
和
国
は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
三
日
の
国
際
私
法
に
よ
っ
て）（（（
（

、
外
国
判
決
承
認
要
件
と
し
て
の
相
互
保
証
を

廃
止
し
た）（（（
（

。

５　

比
較
法
的
概
観
の
ま
と
め

（
１
）
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア

　

ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
わ
が
国
と
同
様
に
相
互
保
証
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
後
述
の
日
本
法
の
解
釈
に
お
け

る
若
干
の
視
座
を
得
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
法
状
況
の
比
較
を
試
み
た
い
（
日
本
法

の
状
況
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
日
本
法
に
つ
い
て
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
）。
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
相
互
保
証
を
維
持
し

て
い
る
点
で
は
日
本
と
共
通
性
が
あ
る
も
の
の
、
よ
り
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
三
国
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
る
点
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
緊
密
な
関
係
を
有
す
る
国
々
と
の
関
係
で
は
条
約
を
締
結
し
て
お
り
、
国
内
固
有
法
が

適
用
さ
れ
る
場
面
は
相
当
程
度
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
実
務
上
、
固
有
法
が
重
要
性
を
持
つ
場
面
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
い
と
も
評
価
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
法
の
場
合
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
が
決
定
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
同
条

の
カ
バ
ー
す
る
範
囲
が
極
め
て
広
く
、
同
条
の
果
た
す
役
割
は
非
常
に
大
き
い
。

　

第
二
に
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
相
互
保
証
の
問
題
は
財
産
権
上
の
請
求
権
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
家
族
法
上
の
問
題

に
適
用
は
な
い
と
の
立
法
的
な
手
当
て
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
法
（
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
）
で
は
、
こ
の
よ

う
な
限
定
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
法
で
は
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
の
制
定
経
緯
を
背
景
に
、
と
り
わ
け
離
婚
事
件
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や
非
訟
事
件
に
関
す
る
裁
判
に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
の
適
用
を
め
ぐ
り
議
論
が
生
じ
た
。

　

第
三
に
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
財
産
関
係
に
つ
い
て
相
互
保
証
を
維
持
し
て
い
る
が
、
相
互
保
証
の
有
無
に
関
す
る
判
断

方
法
が
両
国
で
異
な
る
。
ド
イ
ツ
は
日
本
と
同
様
に
裁
判
所
に
よ
る
個
別
判
断
の
方
式
を
採
用
し
て
い
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
条

約
あ
る
い
は
政
府
の
宣
言
に
よ
る
一
律
判
断
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
相
互
保
証
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
は
法
的
判
断
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
政
治
的
判
断
に
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
個
別
判
断
方
式
を
採
用
す
る
ド
イ
ツ
で
は
、
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断

す
る
こ
と
の
負
担
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
互
保
証
は
承
認
要
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
承
認
を
求
め
る
原
告
が
主
張
立

証
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
外
国
法
の
解
釈
を
め
ぐ
る
負
担
（
鑑
定
費
用
な
ど
）
が
当
事
者
に
重
く
の
し
か
か
る
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ

の
一
部
の
学
説
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
方
式
に
好
意
的
で
あ
る
。
他
方
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
方
式
は
、
外
国
判
決
の
承
認
が
問
題
と
な
っ

た
時
点
以
前
に
相
互
保
証
の
有
無
に
つ
き
明
確
な
判
断
が
提
示
さ
れ
て
い
る
点
で
利
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
方
式
の

問
題
点
と
し
て
、
政
府
が
、
外
国
の
法
改
正
に
関
す
る
状
況
を
的
確
・
迅
速
に
把
握
し
、
政
府
の
宣
言
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
法
治
国
家
原
則
に
関
す
る
関
心
の
高
ま
り
か
ら
、
相
互
保
証
の
問
題
を
政
府
の
一
律
的

な
管
掌
と
す
る
こ
と
に
疑
問
が
提
起
さ
れ
、
最
終
的
に
は
裁
判
所
の
判
断
に
服
す
る
と
の
考
え
が
出
て
き
て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら

す
る
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
方
式
の
利
点
で
あ
る
簡
易
迅
速
な
判
断
が
確
保
で
き
な
く
な
る
場
面
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
四
に
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
相
互
保
証
と
い
う
制
度
に
つ
い
て
、
学
説
の
大
勢
は
批
判
的

で
あ
る
。
相
互
保
証
の
制
度
は
、「
判
決
国
が
承
認
国
の
判
決
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
承
認
国
は
判
決
国
の
判
決
を
承
認
す
る
」
と

い
う
建
前
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
事
件
の
解
決
と
は
無
関
係
な
次
元
で
の
判
断
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
す
る
根
拠
と
し
て
、

こ
の
要
件
を
制
定
し
た
当
初
は
、「
国
家
の
尊
厳
」、
あ
る
い
は
「
外
国
に
お
け
る
内
国
債
務
名
義
の
実
現
可
能
性
を
高
め
る
」
と

い
っ
た
、
公
的
利
益
・
国
家
的
利
益
が
説
か
れ
て
い
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
条
約
締
結
あ
る
い
は
政
府
に
よ
る
宣
言
に
よ
っ

て
相
互
保
証
の
有
無
が
決
め
ら
れ
る
と
い
う
扱
い
は
、
相
互
保
証
の
問
題
が
政
治
的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
の
制
定
当
初
の
理
解
を
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現
代
ま
で
維
持
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
制
定
当
初
、
相
互
保
証
の
問
題
は

裁
判
所
の
判
断
に
な
じ
ま
な
い
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
、
相
互
保
証
の
国
家
的
利
益
性
格
に
批
判
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
五
に
、
伝
統
的
な
相
互
保
証
の
国
家
利
益
的
性
質
論
を
、
私
益
保
護
の
性
格
か
ら
構
成
す
る
試
み
（
相
互
保
証
が
あ
る
と
の
認

定
に
向
け
た
要
件
判
断
の
緩
和
化
）
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
相
当
異
な
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
個
別
判
断

方
式
を
採
用
し
て
い
る
た
め
、
解
釈
上
柔
軟
な
判
断
の
可
能
性
が
あ
り
、
学
説
・
実
務
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
提
案
が
な
さ
れ

定
着
し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
一
と
し
て
、
判
決
国
に
お
け
る
相
互
保
証
に
関
す
る
実
務
慣
行
を
重
視
し
つ
つ
も
、
判
決
国
に
お
け

る
実
務
が
な
い
場
合
、
相
互
保
証
が
な
い
と
す
る
の
で
は
な
く
判
決
国
の
承
認
に
関
す
る
法
を
判
断
基
準
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
そ
の
二
と
し
て
、
相
互
保
証
に
関
す
る
証
明
責
任
を
転
換
、
あ
る
い
は
相
互
保
証
の
存
在
を
推
定
す
る
と
い
う
考
え
も
提
唱
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
三
と
し
て
、
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論
に
よ
っ
て
、
不
承
認
と
す
る
外
国
判
決
の
範
囲
を
限
定
す
る
と
い
う
考
え

が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
判
決
国
に
お
い
て
は
財
産
所
在
地
管
轄
に
基
づ
く
外
国
判
決
は
承
認
し
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ

て
い
る
場
合
、
ド
イ
ツ
で
は
当
該
判
決
国
が
財
産
所
在
地
国
に
該
当
す
る
場
合
に
は
承
認
し
な
い
が
、
当
該
判
決
国
が
普
通
裁
判
籍

所
在
地
国
で
あ
る
場
合
に
は
承
認
す
る
こ
と
で
、
不
承
認
と
な
る
場
合
の
範
囲
を
限
定
す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
う
ち
、
そ
の
一
と
そ

の
三
は
、
学
説
・
実
務
に
お
い
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
他
方
、
一
律
判
断
方
式
を
採
用
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
ド
イ

ツ
の
よ
う
な
柔
軟
な
解
釈
を
許
容
す
る
素
地
に
乏
し
い
（
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
形

式
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
）。

　

第
六
に
、
第
五
そ
の
一
と
も
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
条
約
等
に
よ
る
一
律
的
な
判
断
を
行
う
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
固
定
的
な

判
断
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
個
別
的
な
判
断
を
行
う
方
式
の
場
合
は
、
本
来
な
ら
ば
当
該
具
体
的
事
件
と
の

関
係
（
時
点
）
で
相
互
保
証
が
判
決
国
と
の
間
に
存
在
す
る
の
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
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で
は
、
個
別
事
案
に
お
け
る
相
互
保
証
の
有
無
に
関
す
る
判
断
が
事
後
の
裁
判
所
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て

議
論
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
自
国
が
判
決
国
で
ど
の
様
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
か
を
問
う
態
度
を
示
し
て
い
る
（
ラ
イ
ヒ

裁
判
所
の
判
例
）。
こ
の
よ
う
な
判
決
国
に
お
け
る
承
認
実
務
を
重
視
す
る
立
場
は
、
相
互
保
証
を
国
家
の
尊
厳
と
い
う
観
点
か
ら
基

礎
づ
け
て
い
た
こ
ろ
の
見
解
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
私
権
の
実
現
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
判
決
国

に
お
け
る
過
去
の
承
認
実
務
を
重
視
せ
ず
、
承
認
に
関
す
る
双
方
の
国
の
法
制
度
を
抽
象
的
に
比
較
す
る
方
向
に
移
行
し
て
い
く
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

第
七
に
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
相
互
保
証
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
か
つ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ド

イ
ツ
法
を
継
受
し
た
日
本
と
の
関
係
で
相
互
保
証
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
否
定
す
る
有
力
な
見
解
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
ん
に

ち
、
学
説
お
よ
び
判
例
は
日
本
と
の
相
互
保
証
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
て
内
外

国
法
の
比
較
が
現
実
的
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
相
互
保
証
が
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
条
約
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
に
よ
る
宣
言
が
な
い
か
ぎ
り
、
わ
が
国
と
の
相
互
保
証
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
そ
の
他
の
国
々

　

近
年
、
相
互
保
証
の
要
件
を
廃
止
す
る
国
々
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。
か
ね
て
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
多
く
の
国
が
相

互
保
証
を
廃
止
し
て
い
る
と
さ
れ
る）（（（
（

。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
二
〇
一
五
年
の
ス
ペ
イ
ン
の
法
改
正
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
近
年
、

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
興
国
に
お
い
て
、
相
互
保
証
を
廃
止
す
る
立
法
を
行
っ
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
外
国
判
決
の
承
認
は
州
法
の
管
轄
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
二
年
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
、
二

〇
〇
五
年
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
、
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
い
ず
れ
で
も
相
互
保
証
の
要
件
は
求
め
ら
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
州
で
は
モ
デ
ル
法
を
採
択
し
つ
つ
も
相
互
保
証
の
要
件
を
独
自
に
定
め
て
い
る
。
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（
1
）　

参
照
、
鈴
木
忠
一
＝
三
ケ
月
章
編
『
注
解
民
事
執
行
法
（
1
）』
三
六
五
頁
〔
青
山
善
充
〕（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
四
年
）、
鈴

木
正
裕
＝
青
山
善
充
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
（
）』
三
六
四
頁
〔
高
田
裕
成
〕（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）。

（
2
）　

参
照
、
矢
ケ
崎
武
勝
「
外
国
判
決
の
承
認
並
に
そ
の
条
件
に
関
す
る
一
考
察
（
二
・
完
）」
国
際
法
外
交
雑
誌
六
〇
巻
二
号
八
〇
頁

（
一
九
六
一
年
）、
櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
〔
第
六
版
〕』
三
九
〇
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）。
後
述
の
よ
う
に
、
日
本
法
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
判
決
が
外
国
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
促
進
さ
せ
る
手
段
と
し
て
相
互
保
証
の
要
件
の
有
用

性
が
説
か
れ
、（
法
）
政
策
的
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。V

gl. Laugw
itz, D

ie A
nerkennung und V

ollstreckung 
drittstaatlicher Entscheidungen in Zivil- und H

andelssachen, 201（, S. 290 ff.

（
3
）　

参
照
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
編
『
一
問
一
答
・
新
民
事
訴
訟
法
』
一
三
六
頁
（
一
九
九
六
年
、
商
事
法
務
研
究
会
）。
ま
た
、

外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
の
改
正
を
め
ぐ
る
「
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
」（
い
わ
ゆ
る
検
討
事
項
）、「
民
事
訴
訟
手
続

に
関
す
る
改
正
要
綱
試
案
」（
い
わ
ゆ
る
要
綱
試
案
）、「
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
改
正
要
綱
案
」（
い
わ
ゆ
る
改
正
要
綱
案
）
と
現
行
法

の
対
比
は
、
三
宅
省
三
ほ
か
編
『
新
民
事
訴
訟
法
大
系
（
（
）』
四
五
六
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

（
（
）　

福
岡
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
五
日
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
八
四
年
一
二
月
号
二
頁
（
返
還
前
の
香
港
に
つ
き
否
定
）、
最
判
昭

和
五
八
年
六
月
七
日
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
に
つ
き
肯
定
）、
最
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
八
日
民
集
五
二
巻

三
号
八
五
三
頁
（
返
還
前
の
香
港
に
つ
き
肯
定
）、
大
阪
高
判
平
成
一
五
年
四
月
九
日
判
時
一
八
四
一
号
一
一
一
頁
（
中
華
人
民
共
和
国

に
つ
き
否
定
）、
東
京
高
判
平
成
二
七
年
一
一
月
二
五
日LEX

/D
B2（（（1（03

（
中
華
人
民
共
和
国
に
つ
き
否
定
）。

（
（
）　

た
と
え
ば
、
奥
田
安
弘
「
外
国
判
決
の
承
認
執
行
に
お
け
る
相
互
の
保
証
要
件
の
合
憲
性
」
法
学
新
報
一
二
三
巻
五
・
六
号
六
七
頁

（
二
〇
一
六
年
）、
早
川
吉
尚
「
外
国
判
決
承
認
執
行
制
度
に
お
け
る
『
相
互
の
保
証
』
の
要
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
二
号
一
三
六
頁

（
二
〇
〇
二
年
）、
渡
辺
惺
之
「
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
の
『
相
互
の
保
証
』
要
件
」
渡
辺
惺
之
＝
野
村
美
明
編
『
論
点
解
説
国
際
取
引

法
』
二
五
一
頁
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
二
年
）、Elbalti, Reciprocity and the recognition and enforcem

ent of foreign 
judgm

ents: a lot of bark but not m
uch bite, Journal of Private International Law

 vol. 13 (2017), 1（（, 192.

と
く
に
、
奥

田
論
文
は
、
歴
史
的
背
景
に
も
踏
み
込
む
詳
細
な
論
文
で
あ
る
。

（
（
）　Geim

er/Schütze, Internationale U
rteilsanerkennung, Bd. 1/2. H

albband, 19（（, S. 17（0.



27

外国判決承認要件としての相互保証（一）

（
7
）　

こ
れ
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
外
国
判
決
の
承
認
と
執
行
を
区
別
し
、
外
国
判
決
の
承
認
は
既
判
力
の
承
認
の
問
題
と
と
ら

え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
既
判
力
の
承
認
は
実
体
法
の
問
題
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
外
国
判
決
の
承
認
は
民
事
訴
訟
法

の
問
題
で
は
な
く
、
国
際
私
法
す
な
わ
ち
、
当
時
、
民
法
施
行
法
（EGBGB

）
制
定
に
向
け
て
作
業
が
な
さ
れ
て
い
た
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト

草
案
が
、
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
、
第
二
草
案
と
も
に
三
七
条
が
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
規
定
を
置

い
て
い
る
が
、
相
互
保
証
を
承
認
要
件
と
し
て
定
め
て
い
な
い
。H

artw
ieg/K

orkisch, D
ie geheim

en M
aterialien zur 

K
odifikation des deutschen Internationalen Privatrechts 1（（1-1（9（, 1973, S. （7 und 73 f. 

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
の
議
事
録

で
は
、
一
八
七
七
年
民
事
訴
訟
法
六
六
一
条
は
外
国
判
決
の
執
行
だ
け
を
対
象
と
し
て
お
り
、
既
判
力
等
に
つ
い
て
は
法
の
欠
缺
が
あ
る

た
め
、
立
法
の
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
た
。V

gl. H
artw

ieg/K
orkisch, a. a. O

., S. 1（0.

（
（
）　

条
文
は
、Entw

urf einer D
eutschen Zivilprozeßordnung von 1（71, in: D

ahlm
anns, N

eudrucke zivilprozessualer 
K
odifikationen und Entw

ürfe des 19. Jahrhunderts, 1971, S. （02

に
よ
る
。

（
9
）　

矢
ケ
崎
武
勝
「
外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
体
系
の
原
則
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
国
際
法
外
交
雑
誌
六
一

巻
三
号
二
六
頁
（
一
九
六
二
年
）。

（
10
）　Entw

urf einer D
eutschen Zivilprozeßordnung von 1（71, a. a. O

. (Fn. （), S. （3（.

（
11
）　Entw

urf einer D
eutschen Zivilprozeßordnung von 1（71, a. a. O

. (Fn. （), S. （3（.

（
12
）　V

gl. G
ottw

ald, G
rundfragen der A

nerkennung und V
ollstreckung ausländischer E

ntscheidungen in 
Zivilsachen, ZZP 103 (1990), 2（7, 2（0.

（
13
）　

ド
イ
ツ
で
は
、Prüfung der Gesetzm

äßigkeit
はrévision au fond

と
同
義
と
さ
れ
る
。V

gl. M
ax-Planck-Institut, 

K
odifikation des deutschen Internationalen Privatrechts: Stellungnahm

e des M
ax-Planck-Instituts für 

ausländisches und internationales Privatrecht zum
 Regierungsentw

urf von 19（3, RabelsZ （7 (19（3), （9（, （7（.

（
1（
）　Graupner, Zur Entstehungsgeschichte des 

§32（ ZPO
, in: FS. Ferid, 197（, S. 1（3, 200.

（
1（
）　H

ahn, D
ie gesam

m
ten M

aterialien zur Civilprozessordnung und dem
 Einführungsgesetz zu derserben vom

 
30. Januar 1（77, 1（（0, S. （0（.

（
1（
）　H

ahn, a. a. O
. (Fn. 1（), S. （0（.
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（
17
）　H

ahn, a. a. O
. (Fn. 1（), S. （0（.

（
1（
）　Graupner, a. a. O

. (Fn. 1（), S. 201.
（
19
）　

条
文
は
、H

artw
ieg/K

orkisch, a. a. O
. (Fn. 7), S. 1（0 Fn. 179

に
よ
る
。

（
20
）　

松
本
博
之
＝
河
野
正
憲
＝
徳
田
和
幸
編
『
日
本
立
法
資
料
全
集
（
（（
）
民
事
訴
訟
法
〔
明
治
三
六
年
草
案
〕（
3
）』
四
〇
三
頁
、
四

五
五
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
五
年
）
に
し
た
が
っ
た
。

（
21
）　

同
改
正
に
つ
い
て
は
、
桑
田
三
郎
＝
山
内
惟
介
編
著
『
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
立
法
資
料
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二

〇
〇
〇
年
）
が
有
益
で
あ
る
。

（
22
）　

キ
ュ
ー
ネ
草
案
（
国
際
私
法
お
よ
び
国
際
手
続
法
の
改
革
に
関
す
る
法
律
案
）
は
、M

ax-Planck-Institut (H
rsg.), Reform

 des 
deutschen internationalen Privatrechts, 19（0, S. 123 ff. 

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
草
案
は
、
第
二
章
国
際
手
続
法
、
第
一
節

国
際
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
法
の
変
更
を
提
案
し
て
い
る
（S. 132

）。
以
下
に
試
訳
を
掲
げ
る
。
同
草
案
で
は
、
相
互
保

証
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
「
§32 

民
事
訴
訟
法
の
変
更

　
　

１
．
三
二
八
条
は
、
つ
ぎ
の
条
文
を
有
す
る
。

　
　
〝
三
二
八
条

　
　

以
下
の
場
合
に
は
、
外
国
判
決
は
承
認
さ
れ
な
い
。

　
　

第
一
号　

外
国
国
家
の
裁
判
所
ま
た
は
官
署
が
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
国
際
裁
判
管
轄
を
有
し
な
い
と
き
、

　
　

第
二
号　

判
決
の
承
認
が
、
公
の
秩
序
、
と
り
わ
け
憲
法
上
の
基
本
的
権
利
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
〟

　
　

２
．
以
下　

略
」。

（
23
）　Entw
urf eines Gesetzes zur N

euregelung des internationalen Privatrechts, BT
-D
rucks 10/（0（, S. （（.

（
2（
）　K
ropholler, Internationales Privatrecht, （. A

ufl. 200（, S. （（（ Fn. （3.

（
2（
）　M
ünchener K

om
m
entar/T

hole, InsO
, 3. A

ufl. 201（, 
§3（3 Rdnr. 2（. 

同
条
一
項
に
よ
る
と
、
外
国
倒
産
手
続
が
承
認
さ
れ

な
い
事
由
は
、
外
国
裁
判
所
が
倒
産
管
轄
を
有
し
て
い
な
い
場
合
（
一
号
）、
お
よ
び
公
序
に
反
す
る
場
合
（
二
号
）
で
あ
る
。V

gl. 
U
hlenbruck/Lüer, InsO

, 1（. A
ufl. 201（, 

§3（3 Rdnr. （ ff.
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（
2（
）　M

ünchener K
om
m
entar/Rauscher, Fam

FG, 2. A
ufl. 2013, 

§109 Rdnr. （（ ff.; Zöller/Geim
er, ZPO

, 31. A
ufl. 201（, 

§109 Fam
FG Rdnr. 73.

（
27
）　

法
的
安
定
性
お
よ
び
簡
便
性
が
、
こ
の
方
法
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。BT

-D
rucks 17/（（（7, S. 33.

連
邦
官
報
に
よ
っ
て
公

告
さ
れ
た
法
域
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
の
ほ
と
ん
ど
の
州
、
そ
し
て
南
ア
フ
リ
カ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。T

hom
as/Putzo/

H
üßtege, ZPO

, 3（. A
ufl. 2017, 

§1 A
U
G Rdnr. 1. 

な
お
、
こ
の
外
国
扶
養
法
の
旧
法
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
が
、
同
法
は
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
諸
州
や
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
と
の
関
係
で
、
扶
養
に
関
す
る
債
務
名
義
の
執
行
を
促
進
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
さ

れ
る
。M

artiny, Recognition and Enforcem
ent of Foreign M

oney Judgm
ents in the Federal Republic of Germ

any, 
3（ A

m
. J. Com

p. L., 721, 7（2 (19（7).

（
2（
）　Raape, Internationales Privatrecht, （. A
ufl. 19（1, S. 137.

（
29
）　Geim

er/Schütze, a. a. O
. (Fn. （), S. 17（1.

（
30
）　N

agel/Gottw
ald, Internationales Zivilprozessrecht, 7. A

ufl. 2013, 

§12 Rdnr. 190.

（
31
）　V

gl. Stein/Jonas/Roth, ZPO
, 23. A

ufl. 201（, 

§32（ Rdnr. 11（.

（
32
）　L. v. Bar, T

hoerie und Praxis des Internationalen Privatrechts, Bd. 2, 2. A
ufl. 1（（9, S. （10.

ほ
か
に
、Süß, D

ie 
A
nerkennung ausländischer U

rteile, in: FG. Rosenberg, 19（9, S. 229, 23（ ff. 

ズ
ー
ス
は
、
お
お
よ
そ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

る
。「
各
々
の
国
家
が
な
す
公
権
行
為
の
効
力
は
、
領
域
的
な
限
界
が
あ
る
。
国
家
は
自
ら
の
主
権
に
基
づ
い
て
外
国
の
公
権
行
為
を
承

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
原
則
と
し
て
な
し
得
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
社
会
的
、
風
習
的
、
国
家
政
策
、
経

済
政
策
あ
る
い
は
そ
の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
前
提
か
ら
生
ず
る
外
国
司
法
に
対
す
る
不
信
に
あ
る
。
こ
の
信
頼
の
欠
如
は
、
公
序
に

よ
っ
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
、
相
互
保
証
の
要
件
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
。
外
国
は
内
国
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
で
、

そ
の
国
の
裁
判
制
度
は
改
善
さ
れ
る
の
か
。
パ
ラ
グ
ア
イ
が
我
々
の
判
決
を
承
認
す
れ
ば
、
我
々
は
パ
ラ
グ
ア
イ
の
判
決
に
対
し
て
一
層

信
頼
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」、
と
。
こ
の
よ
う
に
、
相
互
保
証
の
要
件
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
公
序
に
よ
っ
て
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
る
。
ま
た
、
ズ
ー
ス
は
、
自
国
判
決
を
他
国
で
執
行
さ
せ
る
手
段
と
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
が
急
遽
改
正
さ
れ
た
例
を
あ
げ
て
、

相
互
保
証
が
一
種
の
政
治
的
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
の
弊
害
を
指
摘
す
る
。
こ
の
事
案
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
の
巨
大
地
震

と
火
災
の
あ
と
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
が
ド
イ
ツ
の
保
険
会
社
に
対
し
て
保
険
金
の
支
払
い
を
命
ず
る
判
決
を
下
し
た
が
、
ド
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イ
ツ
の
裁
判
所
は
こ
の
判
決
の
執
行
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
一
九
〇
七
年
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
、
外
国

判
決
に
自
国
判
決
と
同
一
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
判
決
を
ド
イ
ツ
で
執
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
（RG, U

rt. v. 2（. 03. 1909, RGZ 70, （3（

）
は
、
当
事
者
の
一
方
の
立
場

を
変
更
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
に
よ
っ
て
、
当
事
者
間
に
お
い
て
既
に
存
在
す
る
法
律
関
係
は
影
響
を
受
け
な
い
と
し
て
、
執
行

判
決
を
認
め
な
か
っ
た
。
ズ
ー
ス
は
、
こ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
州
法
変
更
を
相
互
保
証
の
要
件
の
有
害
性
の
一
例
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

Süß, a. a. O
., S. 239 f.; vgl. auch Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 7. A

ufl. 2017, Rdnr. 9（（.

（
33
）　L. v. Bar, a. a. O

. (Fn. 32), S. （10 f.

（
3（
）　Basedow

, in: M
ax-Planck-Institut (H

rsg.), Reform
 des deutschen internationalen Privatrechts, 19（0, S. 101.

（
3（
）　V

gl. C. v. Bar/M
ankow

ski, Internationales Privatrecht, Bd. 1, 2. A
ufl. 2003, 

§（ Rdnr. （2 ff.; Linke/H
au, 

Internationales Zivilverfahrensrecht, （. A
ufl. 201（, 

§13.（（; M
ünchener K

om
m
entar/Gottw

ald, ZPO
, （. A

ufl. 201（, 

§32（ Rdnr. 129; Sonnentag, A
nerkennungs- und V

ollstreckbarkeitshindernisse im
 autonom

en deutschen Recht, 
ZV
glRW

iss 113 (201（), （3, 93 ff.; Stein/Jonas/Roth, a. a. O
. (Fn. 31), 

§32（ Rdnr. 11（; T
hole, D

ie Entw
icklung der 

A
nerkennung im

 autonom
en R

echt in E
uropa, in: H

ess (H
rsg.), D

ie A
nerkennung im

 Internationalen 
Zivilprozessrecht, 201（, S. 2（, （0.

（
3（
）　Schütze, Problem

e der V
erbürgung der Gegenseitigkeit bei der A

nerkennung ausländischer Zivilurteile, in: 
FS. M

artiny, 201（, S. （2（, （27 f.

（
37
）　V

gl. M
usielak/Stadler, ZPO

, 1（. A
ufl. 2017, 

§32（ Rdnr. 31; Stein/Jonas/Roth, a. a. O
. (Fn. 31), 

§32（ Rdnr. 12（.

（
3（
）　Rauscher, Internationales Privatrecht, （. A

ufl. 2017, Rdnr. 2（19.

（
39
）　BGH
 U
rt. v. 1（. 11. 19（7, BGH

Z （9, （0, （2; Prütting/Gehrlein/V
ölzm

ann-Stickelbrock, ZPO
, （. A

ufl. 201（, 

§32（ 
Rdnr. 3（; Rauscher, a. a. O

. (Fn. 3（), Rdnr. 2（21.

（
（0
）　K
ropholler, a. a. O

. (Fn. 2（), S. （（7; Zöller/Geim
er, a. a. O

. (Fn. 2（), 

§32（ Rdnr. 2（（.

（
（1
）　Pfeiffer, K

ooperative Reziprozität, RabelsZ （（ (1991), S. 73（, 7（1 ff. 7（（. 

こ
の
立
場
に
好
意
的
な
文
献
と
し
て
、Linke/
H
au, a. a. O

. (Fn. 3（), 

§13. （（; K
ropholler, a. a. O

. (Fn. 2（), S. （（7.
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（
（2
）　BGH

, U
rt. v. 29. 0（. 1999, N

JW
 1999, 319（; Baum

bach/Lauterbach/A
lbers/H

artm
ann, ZPO

, 7（. A
ufl. 2017, 

§32（
　

Rdnr. （（; N
agel/Gottw

ald, a. a. O
. (Fn. 30), 

§12 Rdnr. 19（; Stein/Jonas/Roth, a. a. O
. (Fn. 31), 

§32（ Rdnr. 117; 
T
hom
as/Putzo/H

üßtege, a. a. O
. (Fn. 27), 

§32（ Rdnr. 20.

（
（3
）　

石
川
明
ほ
か
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
（
Ⅱ
）』
二
三
三
頁
〔
越
山
和
広
〕（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
）
も
参
照
。

（
（（
）　B

aum
bach/Lauterbach/A

lbers/H
artm

ann, a. a. O
. (F
n. （2), 

§32（ R
dnr. （（; G

eim
er, Internationales 

Zivilprozessrecht, 7. A
ufl. 201（, Rdnr. 2（（0.

（
（（
）　H

ellw
ig, System

 des D
eutschen Zivilprozessrechts, E

rst. T
eil, 1912, S. （32; R

iezler, Internationales 
Zivilprozessrecht und prozessuales Frem

denrecht, 19（9, S. （（（.

（
（（
）　B

G
H
 U
rt. v. 30. 09. 19（（, N

JW
 19（（, 23（0; G

eim
er, A

nerkennung ausländischer E
ntscheidungen in 

D
eutschland, 199（, S. 9（; Geim

er, a. a. O
. (Fn. （（), Rdnr. 2（（1; Geim

er/Schütze, a. a. O
. (Fn. （), S. 17（7 ff.; M

artiny, in: 
H
andbuch des Internationalen Zivilverfahrensrechts, Bd. Ⅲ

/1, 19（（, K
ap 1, Rdnr. 12（0 ff.; M

ünchener K
om
m
entar/

Gottw
ald, a. a. O

. (Fn. 3（), 

§32（ Rdnr. 132; Schack, a. a. O
. (Fn. 32), Rdnr. 9（7; Stein/Jonas/Roth, a. a. O

. (Fn. 31), 

§32（ Rdnr. 121.

（
（7
）　Rauscher, a. a. O

. (Fn. 3（), Rdnr. 2（20.

（
（（
）　Schack, a. a. O
. (Fn. 32), Rdnr. 9（7; vgl. W

ieczorek/Schütze, Zivilprozessordnung, （. A
ufl. 201（, 

§32（ Rdnr. 7（ 
Fn. 227.

（
（9
）　V

gl. Roth, A
nm
erkung zur Rechtsprechug, ZZP 112 (1999), S. （（3, （（7.

（
（0
）　Schütze, D

eutsches Internationales Zivilprozessrecht, 2. A
ufl. 200（, Rdnr. 3（2 Fn. 171

で
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
以
来
、

一
致
し
た
見
解
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
ま
た
、
文
献
で
も
古
く
か
ら
同
様
に
説
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、Seuffert, K

om
m
entar 

zur Zivilprozessordnung, Bd. 1, 1910, S. （（9

は
、
実
質
的
再
審
査
を
行
う
国
の
判
決
は
承
認
し
な
い
と
説
く
。

（
（1
）　BGH

, U
rt. v. 1（. 03. 1970, N

JW
 1970, 1002.

（
（2
）　

日
本
に
お
い
て
、
最
近
、
こ
の
問
題
に
つ
き
検
討
を
試
み
る
の
が
、
奥
田
・
前
掲
注
（
（
）
一
〇
〇
頁
。

（
（3
）　Puttfarken, Zur A

nerkennung und V
ollstreckung ausländischer U

rteile deutscher K
läger—
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verfassungsw

idrige Gegenseitigkeit, RIW
 197（, 1（9, 1（0 f.

（
（（
）　V

gl. BV
erfG, Beschl. v. 23. 03. 1971, BV

erfGE 30, （09.
（
（（
）　Baum

bach/Lauterbach/A
lbers/H

artm
ann, a. a. O

. (Fn. （2), 

§32（ Rdnr. （（; Geim
er/Schütze, a. a. O

. (Fn. （), S. 
17（3; M

artiny, a. a. O
. (Fn. （（), K

ap. 1 Rdnr. 1222 ff.; Stein/Jonas/Roth, a. a. O
. (Fn. 31), 

§32（ Rdnr. 11（.
（
（（
）　Geim

er/Schütze, a. a. O
. (Fn. （), S. 17（3.

（
（7
）　M

artiny, a. a. O
. (Fn. （（), K

ap. 1 Rdnr. 1223.

（
（（
）　V

gl. Geim
er, a. a. O

. (Fn. （（), S. 1（1（.

（
（9
）　K

G, Beschl. v. 1（. 0（. 200（, N
JW
-RR 2007, 1（3（.

同
様
に
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
、N

agel/Gottw
ald, a. a. O

. (Fn. 30), 

§12 Rdnr. 19（.

（
（0
）　

相
互
保
証
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、Deißner, A

nerkennung gerichtlicher Entscheidungen im
 deutsch-chinesischen 

Rechtsverkehr und W
irksam

keit von Schiedsabreden nach chinesischem
 Recht, IPRax 2011, （（（, （73; N

eelm
eier, 

A
nerkennung einer ausländischen Gerichtsentscheidung zur W

irksam
keit einer Schiedsvereinbarung, SchiedsV

Z 
2007, 100, 10（.

（
（1
）　Schack, a. a. O

. (Fn. 32), Rdnr. 9（（.

（
（2
）　

相
互
保
証
の
有
無
の
判
断
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
旧
民
事
訴
訟
法
の
承
認
要
件
（
旧
民
訴
二
〇
〇

条
）
は
ド
イ
ツ
法
（
ド
イ
ツ
民
訴
三
二
八
条
）
を
ほ
ぼ
翻
訳
的
に
継
受
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、Stein/Jonas/Schum

ann/Leipold, 
ZPO

, 19. A
ufl. 19（9, 

§32（ Ⅷ
 D
 (S. 1（21)

は
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
相
互
保
証
を
否
定
し
て
い
た
。
石
黒
一
憲
『
現
代
国
際
私
法

（
上
）』
五
六
六
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）、
鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
四
二
一
頁
〔
青
山
〕
も
参
照
。
し
か
し
、

こ
ん
に
ち
で
は
、
相
互
保
証
は
一
般
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。V

gl. Stein/Jonas/Roth, a. a. O
. (Fn. 31), 

§32（ Rdnr. 137.

（
（3
）　Schack, a. a. O

. (Fn. 32), Rdnr. 9（（ f.

（
（（
）　

こ
こ
で
のV

erordnungen

は
、
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
るV

erordnungen

（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（Ⅰ

a

）
規

則
な
ど
）
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
連
邦
官
報
に
公
告
さ
れ
た
政
府
の
宣
言
（Regierungserklärungen

）
を
指
す
も
の
と
さ
れ
る
。

A
ngst/Jakusch/M

ohr, Exekutionsordnung, 1（. A
ufl. 2012, A

rt. 79 A
nm
. 2 (S. （9（); A

ngst/Jakusch/Pim
m
er, 
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Exekutionsordnung, 1（. A
ufl. 2009, A

nm
. zu 

§79 (S. 23（).
（
（（
）　A

ngst/O
berham

m
er/Garber, K

om
m
entar zur Exekutionsordnung, 3. A

ufl. 201（, 

§79 Rdnr. 1（ (S. （（7).

オ
ー
ス
ト

リ
ア
で
は
、
相
互
保
証
は
三
種
類
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
形
式
的
相
互
保
証
（die form

elle Gegenseitigkeit

）
は
、

外
国
国
家
が
外
国
人
を
自
国
民
と
同
様
に
扱
う
と
き
に
は
、
自
国
は
そ
の
外
国
人
を
自
国
民
と
同
様
に
扱
う
場
合
を
指
す
。
つ
ぎ
に
、
実

質
的
相
互
保
証
（die m

aterielle Gegenseitigkeit

）
は
、
た
と
え
ば
、
あ
る
外
国
人
の
本
国
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

人
が
例
外
な
く
宣
誓
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
国
の
外
国
人
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
常
に
宣
誓
が
必
要
と

な
る
と
説
か
れ
る
。
実
体
的
相
互
保
証
に
よ
る
と
、
外
国
人
が
内
国
に
お
い
て
、
内
国
民
が
そ
の
本
国
に
お
け
る
の
と
実
質
的
に
同
様
の

扱
い
を
受
け
る
と
き
を
い
う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
認
証
さ
れ
た
相
互
保
証
（die qualifizierte Gegenseitigkeit

）
と
は
、
相
互
保

証
が
一
定
の
方
式
、
た
と
え
ば
、
条
約
や
政
府
の
宣
言
で
確
定
さ
れ
て
い
る
と
き
に
の
み
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
。Fasching, 

Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts, 2. A
ufl. 1990, Rdnr. 2（01.

（
（（
）　A

ngst/O
berham

m
er/Garber, a. a. O

. (Fn. （（), 

§79 Rdnr. 23 (S. （（（).

（
（7
）　N

eum
ayr, Europäisches Zivilverfahrensrecht entlang der D

onau, in: H
ess (H

rsg.), D
ie A

nerkennung im
 

Internationalen Zivilprozessrecht/Europäisches V
ollstreckungsrecht, 201（, S. 93, 99.

（
（（
）　A

ngst/Jakusch/M
ohr, a. a. O

. (Fn. （（), A
rt. 79 E. 2 (S. （0（).

（
（9
）　Burgstaller/A
nzinger, Internationales Zivilverfahrensrecht, 2000, Rdnr. （. 12.

（
70
）　V

gl. Burgstaller/Burgstaller, Internationales Zivilverfahrensrecht, 2000, Rdnr. 1. 22.

（
71
）　Czernich, Zu den V

oraussetzungen der A
nerkennung und V

ollstreckung frem
der Entscheidungen nach 

autonom
em
 Recht (

§79 EO
), JBl. 199（, （9（, （9（; Burgstaller/A

nzinger, a. a. O
. (Fn. （9), Rdnr. （. 12.

（
72
）　V
gl. N

eum
ayr, a. a. O

. (Fn. （7), S. 99; N
unner-K

rautgasser, D
ie A

nerkennung ausländischer Entscheidungen-
Rechtsentw

icklung im
 Ü
berblick, Ö

JZ 2009, （33, （3（.

（
73
）　

以
下
の
記
述
は
、
主
と
し
て
、Czernich, a. a. O

. (Fn. 71), S. （99.

（
7（
）　Gesetz v. 27. （. 1（9（ RGBl. 79 über das Exekutions- und Sicherungsverfahren.

（
7（
）　V

gl. M
atscher, G

rundfragen der A
nerkennung und V

ollstreckung ausländischer E
ntscheidungen in 
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Zivilsachen aus österreichischer Sicht, ZZP 103 (1990), 29（, 297.

（
7（
）　

執
行
法
施
行
直
前
（
一
八
九
八
年
一
月
一
日
）
に
、
相
互
保
証
が
あ
る
と
の
通
達
が
な
さ
れ
た
の
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ル
ー
マ
ニ
ア
な
ど
で
あ
る
。H

oyer, Bem
erkungen zur 

Geschichte der V
ollstreckung ausländischer Entscheidungen in Ö

sterreich im
 19. Jahrhundert, ZfRV

 19（（, 9（, 102.
（
77
）　Czernich, a. a. O

. (Fn. 71), S. （99 ff.

（
7（
）　V

gl. H
oyer, a. a. O

. (Fn. 7（), S. 103.

（
79
）　Justizm

inisterium
 (H
rsg.), M

aterialien zu den neuen österreichischen Zivilprozeßgesetzen, Bd. 1, 1（97, S. （93.

（
（0
）　

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
少
な
く
と
も
一
例
あ
る
と
さ
れ
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
相
互
保
証
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
が

あ
る
と
さ
れ
る
。Czernich, a. a. O

. (Fn. 71), S. （99 Fn. （1.

（
（1
）　Justizm

inisterium
 (H
rsg.), a. a. O

. (Fn. 79), S. （9（.

（
（2
）　A

ngst/O
berham

m
er/Garber, a. a. O

. (Fn. （（), 

§79 Rdnr. 1（ (S. （（7).

（
（3
）　Justizm

inisterium
 (H
rsg.), a. a. O

. (Fn. 79), S. （93.

（
（（
）　

た
と
え
ば
、
ク
ラ
リ
ー
ク
は
相
互
保
証
の
削
除
を
主
張
す
る
。K

ralik, D
ie Gegenseitigkeit bei der Zw

angsvollstreckung 
ausländischer T

itel, Ö
JZ 19（9, 2（3, 2（（.

（
（（
）　Czernich, a. a. O

. (Fn. 71), S. （99 ff.

（
（（
）　Strong, Recognition and Enforcem
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岡
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司
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れ
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。
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憲
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